
市場流通品の販路拡大支援事業費補助金交付要領 

 

 

 

 

最近改正最近改正最近改正最近改正 平成２４年５月２９日 

（目的） 

第１条 この要領は、札幌市中央卸売市場戦略的経営支援事業補助金交付要綱（平成２

４年５月３１日経済局長決裁）別表に定める市場流通品の販路拡大支援事業に係る補

助金（以下「補助金」という。）について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（補助事業） 

第２条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号のいず

れかに該当する期間を限定した事業とする。 

⑴ 北海道の水産物、青果物及びその加工品のブランド化に資する事業（新製品の開

発を含む。） 

⑵ 北海道の水産物、青果物及びその加工品の販路及び商圏の開拓及び拡大（商品の

海外輸出を含む。）に資する事業 

 

（補助事業の実施期間） 

第３条 補助事業の実施期間は、事業の開始年度を含め 3 年度以内とする。 

 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる事業者であって、市税を滞納してい

ないものとする。 

⑴ 札幌市中央卸売市場において卸売市場法（昭和 46 年法律第 35 号）第 15 条の規

定に基づき農林水産大臣の許可を受けた卸売業者 

⑵ 札幌市中央卸売市場業務規程（昭和４７年条例第３号。以下「業務規程」という。）

第 20 条の規定に基づき市長の許可を受けた仲卸業者 

⑶ 前号の仲卸業者を組合員とする中小企業等協同組合法（昭和 24 年法律第 181 号）

に基づく事業組合であって、札幌市中央卸売市場の運営に深く関与している者 

⑷ 業務規程第 28 条第 1 項に規定する売買参加者（以下「売買参加者」という。）又

は同条第２項に規定する買出人（以下「買出人」という。）を組合員とする中小企業

等協同組合法に基づく事業組合であって、札幌市中央卸売市場の運営に深く関与し

ている者 

⑸ 前 4 号に規定する者により構成されたグループ 

⑹ 第1号から第4号に規定する者と売買参加者又は買出人により構成されたグループ 

２ 前項第５号及び第６号に規定するグループについては、代表して事務及び経理処理

を担う管理者（法人に限る。）を定めることとし、当該管理者を補助対象者とする。 

平成２３年５月３１日 

経 済 局 長 決 裁 



 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業を実施

するために必要な経費で、別表に掲げる経費とする。 

２ 前条第 1 項第 5 号又は第 6 号に規定するグループについては、同条第２項に規定す

る管理者により支出された経費を補助対象経費とする。ただし、市長が必要と認める

ときは、この限りでない。 

 

（補助率及び補助限度額） 

第６条 補助率は、補助対象経費の 2 分の１以内とする。 

２ 補助限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。 

⑴ 第 4 条第１項第１号、第 3 号、第 5 号及び第 6 号 年額 500 万円 

⑵ 第 4 条第１項第 2 号及び第 4 号 年額 200 万円 

 

（補助金の交付期間） 

第７条 補助金の交付期間は、第３条に規定する補助事業の実施期間と同じとする。た

だし、補助金の交付申請は、各年度ごとに行うものとする。 

 

（事業の募集及び選定） 

第８条 事業の選定については、申請のあった事業のうち、市場取扱高の増加に向けて

事業の発展性、実効性、継続性及び収益性、道内産業への波及効果等を勘案し、有識

者を含む外部委員会の意見を聞いて行うものとする。 

 

（委任） 

第９条 この要領の実施に関し必要な事項は、中央卸売市場長が定める。 

 

附 則 

 この要領は、平成２３年５月３１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２４年５月２９日から施行する。 

 

 



別 表（補助対象経費） 

 

旅費 モデル事業創設に係る従事者等旅費、外部専門家等招へい旅費 

報償費 外部専門家によるコンサルタント費 

事業費 市場調査費、資材費、広報宣伝費、デザイン費、展示会出展費、通訳・

翻訳費、運搬費、事業委託費、産業財産の取得費、輸出用衛生証明書

等の取得費 

試作・研究費 試作・実験用機械装置（工具・治具等を含む。）購入・賃借費、試作・

実験外注加工費、試作・実験原材料費、試験・検査・分析等の外部委

託に要する経費 

諸経費 事業実施に係る資料及び消耗品購入費 

その他 上記のほか市長が必要かつ適当と認める経費 

 

【注 1】 

以下のものは補助対象経費とはならない。 

① 土地及び建物の購入及び借上等に関する経費 

② 事業費、試作・研究費、諸経費において通常の既存事業部門と区別不能な共通的経費  

③ モデル事業において販売する商品の購入に係る経費 

④ 試作品を除く製品の製造に係る原材料及び副資材購入並びに外注加工等の経費 

⑤ 役員報酬及び人件費に係る経費 

⑥ 食料費、接待費等の個人消費的経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


